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特別損失の計上に関するお知らせ 

 

当社は、2024年５月期において、下記の通り特別損失を計上する見込みとなりましたので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．特別損失の内容 

当社は、2023年12月20日開催の取締役会において、支配株主であるセンコーグループ

ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式

（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「第二回公開買付け」と

いいます。）について、第二回公開買付けに賛同し、かつ、当社株式を所有する株主の

皆様に対しては第二回公開買付けに応募することを推奨する旨の意見を表明する旨を

決議いたしました。 

なお、当社が公表した2023年11月13日付プレスリリース「センコーグループホール

ディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知ら

せ」に記載のとおり、公開買付者によれば、公開買付者は、公開買付者による当社株

式に対する第一回目の公開買付け（以下「第一回公開買付け」といい、第二回公開買

付けと併せて「本両公開買付け」といいます。）が成立した場合には、その決済の完

了後速やかに第一回公開買付けにおける当社株式の買付け等の価格よりも高い価格を

買付け等の価格として第二回公開買付けを実施する予定であったことから、当社は、

2023年11月13日開催の取締役会において、2023年11月13日時点における当社の意見と

して、第二回公開買付けが行われた場合には、第二回公開買付けに賛同し、かつ、当

社株式を所有する株主の皆様に対しては第二回公開買付けに応募することを推奨する

旨の意見を表明するべきであり、第二回公開買付けが開始される時点で改めてその旨

の意見表明について決議するべきと考える旨を併せて決議しておりました。 

当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本両公開買付け及びその後の一連の手続

を経て、当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社



 

 

株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細について

は、当社が2023年12月20日付で別途公表いたしました「支配株主であるセンコーグル

ープホールディングス株式会社による当社株式に対する 公開買付けに関する意見表明

（第二回）のお知らせ」をご参照ください。 

これに伴いアドバイザリー費用、弁護士費用その他の諸費用を140百万円程度、公開

買付等関連費用として計上する見込みとなりました。 

 

 

２．業績に与える影響 

 本件につきまして、上記費用140百万円のうち44百万円を2024年５月期第２四半期決

算に特別損失として計上する見込みです。なお、2023年７月13日に発表いたしました

2024年５月期通期業績予想の変更はございません。 

  

 

以 上 


